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内 閣 府 沖縄総合事務局 ○ ○ ○ ○ 沖縄県の場合に限る。

○

都 道 府 県
公 安 委 員 会

○
(通知)

協議に加え、指定時に通知を行う。

財 務 省 財 務 局 ○ ○ ○ ○ ○ 財務省所管国有地に係る場合に限る。

文 部 科 学 省 都 道 府 県
教 育 委 員 会

○
※１

○
※１

○
※１

○
※２

○
※１

○
※１

○
※１

○
※２

※１は、文化財保護法に基づく史跡名
勝天然記念物又は文部科学省所管国有
財産に係る場合に限る。
※２は、※１又は埋蔵文化財が含まれ
る場合に限る。

地 方 農 政 局

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

北海道の場合を除く（但し、土地利用
基本計画の変更を伴う場合は、環境省
を通じて農林水産省農村振興局と協議
する。）。
「集団施設地区の指定又は区域の拡
張」については農林水産省所管国有地
に係る場合に限る。

森 林 管 理 局 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 国有林に係る場合に限る。

経 済 産 業 省 経 済 産 業 局 ○ ○ ○ ○ ○ ○

地 方 整 備 局
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○
＊１
＊２

○
北海道の場合を除く。

北 海 道 開 発 局

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
＊１
＊２

○

北海道の場合に限る。

地 方 運 輸 局

○ ○ ○ ○ ○ ○
○
＊１

○

管区海上保安本部
○ ○ ○ ○

海面に接する公園の場合に限る。

防 衛 省 防 衛 局 ○ ○ 環境省を通じて協議する。

各案件の協議を要する関係行政機関の一覧

国 土 交 通 省

農 林 水 産 省

備　　　考

                要協議案件 公園区域、公園計画及び公園計画に
基づく事項

保護規制計画関連事項

警 察 庁

関係省庁

地方

行政機関



備考
　（１）この表において、要協議案件の欄ごとに○印が付されている関係行政機関の長と協議を行うこととする。
　（２）公園計画のうち、保護又は利用のための施設計画の決定又は変更については、関係省庁が当該施設を所管・監督する場合（例えば道路法に基づく道路→
      国土交通省（地方整備局）、道路運送法に基づく一般自動車道→国土交通省（地方運輸局）、又は当該施設を設けようとする土地を所有する場合に限って
      協議するものとする。
      　ただし、これ以外の場合であっても、当該施設が文化財保護法に基づく史跡名勝天然記念物に係る場合にあっては文化庁（都道府県教育委員会）に対して、
      当該施設が動物繁殖施設である場合にあっては農林水産省（地方農政局、森林管理局）に対して協議するものとする。
　（＊１）離島振興対策実施地域、奄美群島及び小笠原諸島において指定するもの。
　（＊２）河川区域又は海岸保全区域若しくは一般公共海岸区域と重複又は隣接する場合であって、当該区域の河川管理者又は海岸管理者が国土交通大臣であるもの。


